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解説 

福島復興に向けた除染のあゆみ 

－震災後９年を振り返る－ 

京都府立大学 中尾 淳， 

フランス原子力・代替エネルギー庁 Evrard Olivier， 

 

東京電力福島第一原子力発電所の事故（福島原発事故）を受け，放射性物質による環境汚染が

課題となった福島では，「除染なくして，福島の復興無し」をスローガンに，大規模な除染が進められてき

た。大部分の避難指示解除準備区域、居住制限区域が解除され、残る帰還困難区域の解除に向けて検

討が進んでいる。事故から9年が経過した現在，福島における除染と復興の関係性が見直されようとしてい

る。 

 

KEYWORDS: Decontamination, Intensive contamination survey areas (ICAs), Interim 
storage, Radiocesium, Soil recycling, Special decontamination zones (SDZs), The annual 
additional effective dose 

 

Ⅰ．福島の除染と復興 

 放射性核種は放射線を出した後で安定な別の元素に変わる

ため，人が手を加えずともいつかは環境から無くなるものである。

ただし福島原発事故由来の主要排出核種であるセシウム137

の半減期は約30年と長い。何もせずにおいたままでは，事故の

影響を強く受けた地域で安全に暮らせるまでに非常に長い年月

を要することから，一日も早い福島の復興・再生のためには除

染が不可欠であった。 

除染された居住区域や農地では，確かに放射線量が大幅

に低下した。ただし，除染作業や除染廃棄物の輸送・管理に

多大な労力と費用がかかったのも事実である。福島県でこれまで

に発生した除去土壌・廃棄物量は約1,400万m3であり，除染

の総費用は少なくとも約4兆円と試算されている1),2)。また，双

葉町と大熊町に設置された中間貯蔵施設に貯蔵された除去土

壌・廃棄物は，貯蔵から30年以内に福島県外に移設しなけれ

ばならない。最終処分場をどれだけの規模でどこに設置するの

か，また，未除染地域をどう扱うかによって，追加費用は大き

く変わるだろう。その費用は誰が負担していくのか。 

除染費用は国が一旦支払った後、東京電力に請求する 
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ことになっているが，実際は原子力損害賠償支援機構を通じて

国から東京電力への資金援助が行われている。また，森林再

生，地域産業再生などの費用の一部は国費で賄われている。

つまり，国民1人1人が除染費用を負担している利害関係者で

ある。特に，これから就労人口の中核を担う若者世代は，除

染計画に応じた費用負担の変化の影響を強く受ける当事者で

あるため，福島の除染と復興に関する「最適解」を探すための

議論の輪に加わっていくことが期待される。 

しかし残念ながら，2018年に環境省が実施したWEBアンケー

ト（n = 3600）の調査結果3）では，福島県外に住む約8割の

人が県外除去土壌等の県外最終処分が法律で定められてい

ることを「聞いたことが無かった」あるいは「聞いたことはあるが，内

容は全く知らなかった」と答えている。著者が学内外で行う福島

原発事故に関連した講義でも「そもそも除染されていたこと自体

知らなかった」という感想が年々増えてきている。福島関連のニュ

ースが報道される機会も年々減少しており，福島の除染と復興

は国民的議論からは程遠い場所に位置付けられているのが現

状ではないだろうか。  
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そこで本解説では福島原発事故の発生から9年間の除染の

あゆみを振り返り，震災10年目以降の福島復興に対する除染

の役割について考えるための土台となる情報の提供を目的とし

た。この解説の骨子となったのは，共同執筆者であるエブラール

氏とともに欧州地球科学連合が出版する学術誌“SOIL”に昨年

発表した福島の除染に関するレビュー論文である4)。欧州には原

子力発電を利用する国が多く，かつてチェルノブイリ原発事故に

よる汚染影響を受けた経験もあることから，福島原発事故から

の復興に関心を持つ人が多い。しかし除染の全体像を記した英

語の文献が限られていたことから，このレビューのとりまとめに至っ

た次第である。また，本原稿を執筆するにあたり，万福裕造氏

（農研機構），保高徹生氏（産総研）には貴重なコメント

を頂いた。ここに記して謝意を示したい。 

 

Ⅱ．除染体制の確立 

大きな問題を解決するためには，状況を整理し，解決方法

を見つけ，その方法を計画的に実行する必要がある。そもそも

福島原発事故が起きた当時の日本では，原子力発電所から

放射性物質が広域拡散し環境を汚染することが想定されてい

なかったため，その対処に関する法制度がなかった。そこで議員

立法により「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射

性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平

成23年8月30日法律第110号）」（「放射性物質汚染対処

特措法」以下「特措法」という）が制定され2012年1月1日に

全面施行されたことで，国の管理下で統一した除染が行えるよ

うになった5)。 

特措法では，事故由来放射性物質による環境汚染が著し

いと認められる地域を除染特別地域（SDZs）とし，この地域

内での汚染状況の調査，除染等の措置，除去土壌等の保

管等は国の責任によって実施されることが定められた。「著しい汚

染」の基準は，事故後の積算線量が20 mSv/年を超えるおそ

れがあるかどうかである。この基準は，国際放射線防護委員会

（ICRP）の2007年勧告で定められた緊急被ばく状況における

公衆被ばく線量限度範囲20～100 mSv/年のもっとも安全側

の値に基づいている。特措法基本方針では，除染の長期目標

として追加被ばく線量を1 mSv/年以下にすることが定められた

が，追加被ばく線量が20 mSv/年以上の地域については，段

階的かつ迅速にその面積を縮小することが目標とされ，具体的

な数値目標は据え置かれた。 

除染特別地域に指定されたのは，福島原発から半径20 km

圏内の「警戒区域」、または「計画的避難区域」と重なる，福

島県内の11の市町村（楢葉町，富岡町，大熊町，双葉

町，浪江町，葛尾村および飯舘村の全域，ならびに田村

市，南相馬市，川俣町および川内村の一部地域）であり，

延べ面積は1117 km2であった。なお，この基準以下の汚染レベ

ルであっても，現場測定での空間線量率が0.23μSv/hr以上で

あり，追加被ばく線量が1 mSv/年以上になり得ると試算された

地域が福島県内外の94市町村，延べ面積7826 km2に広く

分布した。これらの地域は汚染状況重点調査地域（ICAs）に

定められ，市町村が中心となって除染を行うこととなった（図

1）。 

除染特別地域の除染の方針（除染ロードマップ）が環境省

から公表されたのは，2012年1月26日である。このロードマップで

は，積算線量が50 mSv/年を超えるかどうかで除染特別地域

が大きく2つに分けられ，それぞれ異なる除染工程が適用され

た。積算線量が50 mSv/年以下の区域（「避難指示準備区

域」あるいは「居住制限区域」）では，早ければ2012年内に，

遅くとも2015年内には本格的な除染が開始され，2017年3月

末までに計画された全ての除染が完了している。一方，積算線

量が50 mSv/年を超え，事故後6年経過しても20 mSv/年を

下回らないおそれのある区域，すなわち帰還困難区域は当面

除染事業の対象外となり，除染効果の把握を目的としたモデ

ル実証事業のみが実施されてきた。ただし，2017年5月の法改

正によって帰還困難区域内に居住可能区域（「特定復興再

生拠点区域」以下「拠点区域」）を定めることが可能となったた

め，これを受けて，帰還困難区域を持つ6つの市町村（双葉

町，大熊町，浪江町，富岡町，飯舘村，葛尾村）では拠

点区域の除染が進められている。2023年の春頃までには拠点

区域の全域での避難指示が解除される予定である。 

このように，除染特別地域の除染は段階的に進められてきた

が，実際に除染されたのは人の健康保護の観点から除染の優

先順位が高いと判断された居住区域や農用地，生活圏周辺

（家屋から20 m以内）の森林等の限られた空間のみである。

土地面積の7～8割を占める森林については，ほとんど手付かず

のまま残されている。 

 

図1 特別除染地域（SDZs）と汚染状況重点調査地域

（ICAs）の分布図（Evrard et al., 2019を参考に作成） 
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Ⅲ．除染の方法とその効果 

１．除染関係ガイドライン 

除染開始までに1年以上要したのは法整備だけが理由ではな

い。放射性物質によって汚染された環境の大規模除染は世界

的にも例が無いため，チェルノブイリ原発事故後に実施された線

量低減の試験等を参考に，福島の環境に適用可能な除染技

術を確立するための様々な除染モデル実証事業が展開された。

それらの成果を踏まえ，環境省が除染等の措置の基準などを

具体的に示した除染関係ガイドラインを公表したのは2011年12

月14日であった（2013年に改訂）。 

このガイドラインでは除染対象が，工作物及び道路，土

壌，草木，その他の4項目に分けられ，対象ごとに除染方法

が細かく設定されている。どの項目でも共通しているのは，セシウ

ム137が付着した物質をその場から取り除く，いわば物理除染

のアプローチが取られていることである。一方で，物理除染に伴

い発生する廃棄物の量を可能な限り減らしつつ，空間線量を

下げる工夫がなされている。例えば農地土壌の場合，表土の

放射セシウム濃度が5000 Bq/kg以下であれば深耕や反転耕

（表土と下層土の入れ替え）を行うことで廃土の持ち出しを避

け，それ以上の汚染濃度であった場合のみ，5㎝程度の厚さを

基準に表土を物理的に剥ぎ取り，同じ厚さの非汚染土壌（近

隣の山から採取した真砂土など）を客土することが推奨された。

Yasutaka and Naito (2016) 6)は，農地を対象に表土除去を

行った場合発生する除染費用は，行わなかった場合と比べて

倍以上となることを試算している（表1）。もし，特別除染地

域の約7倍の面積をもつ汚染状況重点調査地域の農地に対し

ても，物理除染を行っていた場合，除去土壌の量および除染

にかかる費用は何倍にも膨れ上がっていたかもしれない。 

 

２．物理除染以外の検討について 

本格除染の実施に先立って行われた実証事業の中で，薬

剤を利用した化学除染や植物の吸収を利用した生物除染（フ

ァイトレメディエーション）など，放射性廃土を出さない除染方

法も試されたが，現実的に折り合いのつく方法は無かった。  

非加熱の酸または塩溶液で土壌を化学処理しても，取り除

かれるセシウム137はせいぜい10～20％程度である。一方，

100℃またはそれ以上高温の酸または塩溶液で化学処理すれ

ば，土壌から大半のセシウム137を取り除くことは可能だが，そ

の方法を広域的に実施するには，土壌を剥ぎ取り，専用の大

型処理施設に持ち運ばなくてはならない。さらに，化学処理を

経た土壌は構造が破砕され，酸や塩で汚染されるため，生態

系サービスの基盤物質としての機能を完全に失ってしまう。いわば

土壌の残骸となった物質を元の場所に戻すメリットは無いため，

結局は廃土として処分しなくてはならない。 

ヒマワリを用いたファイトレメディエーションは環境負荷が小さく

特別な施設や資材が無くても実行できる浄化技術としてテレビ

番組等でも紹介され，その実証試験が大学や政府系研究機

関だけでなく民間団体によっても大々的に展開された。しかし実

際はほとんど効果が無く，福島県農業総合センターおよび独立

行政法人・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センタ

ー福島拠点が実施した研究によると，同手法による土壌からの

放射性セシウムの除去率は最大でわずか0.058％であった7)。

2011年当時，著者はヒマワリ戦略の大規模展開に至った経緯

を知れる立場になかったが，その根拠となった論文がヒマワリの

水耕栽培試験だったことは衝撃と共に記憶している。 

水耕と土耕栽培で何が違うのか簡単に説明する。放射性か

安定核種かによらず，セシウムというアルカリ金属元素は陽イオ

ンとして水によく溶ける。水に溶けたセシウムが根から植物に吸収

されるには，同じアルカリ金属元素であるカリウムの膜輸送体を

通る必要があるため，カリウムはセシウムの吸収に対して高い阻

害効果を持っている8)。裏を返せば，カリウムをほとんど含まない

培養液で水耕栽培すれば，培養液中のセシウムの大部分は植

物によって吸収されてしまう。ところが，その培養液を土壌と混ぜ

て土耕栽培すると，植物のセシウム吸収量は劇的に減少する。

土壌にはセシウムを吸着して溶液に戻りにくくする機能と，カリウ

ムを放出してセシウム吸収阻害を高める機能が備わっているため

である9)。 

土壌がセシウム137の移動性を著しく低下させる性質を持って

いたことから，化学的あるいは生物学的なアプローチによるセシウ

ム137の除去技術の広域的な適用は現実的ではなかった。つま

り，除染を行うと決めた以上，物理除染以外の選択肢はなか

ったことは，ここで改めて強調しておきたい。  

 

３．物理除染の効果について 

 特別除染地域における除染の効果については，空間線量率

の 推 移 と い う 形 で 環 境 省 の 除 染 情 報 サ イ ト

（http://josen.env.go.jp/）で確認することが出来る。除染特

別地域のある全市町村で主に2017年に実施された事後モニタ

リングによると，空間線量率が追加被ばく線量1 mSv/年に相

当する0.23 μSv/hr以下まで低下しているエリアが大きく拡大し

ていることが分かる。空間線量率の低下だけでなく，旧避難指

示区域に帰還した住民の被ばく線量が非常に低いことも最新の

研究で明らかになってきている10)。 

表１．特別除染地域および汚染状況重点調査地域における除染効果と除染費用（Yasutaka and Naito 2016より抜粋）

土地利用 除染方法 空間線量低減率
単価

（千円/ha）

発生するフレコンバック

の数（/ha）
対象地域

農地 除草，表土5 cm除去，覆土 0.34-0.80 9500 815 特別除染地域

除草，表土5 cm除去，覆土なし 0.34-0.80 6250 815 特別除染地域

反転耕，ゼオライト＆カリウム資材施用 0.34-0.80 3100 0 特別除染地域および汚染状況重点調査地域

深耕，ゼオライト&カリウム資材施用 0.21-0.50 330 0 特別除染地域および汚染状況重点調査地域
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 また著者らの研究グループは2016年11月に，富岡町からの

受託調査として同町内全域（帰還困難区域を除く）に分布

する除染済み農耕地約200地点を対象に，空間線量率と表

層土壌セシウム137濃度の分析調査を実施した。その結果，

空間線量率と表層土壌セシウム137濃度ともに，除染前と比

べるとおよそ2割程度まで低下していることが確認できた11)。これ

は実証モデル事業で見込まれていた除去効率の上限に近い高

い値であった。余談だが，この受託調査を通じて200地点近くの

除染直後の農地を１つ１つ見て回る中で実感したのが，除染

作業の丁寧さである。役場の近くの大通りに面した大規模農地

であろうと，中山間部の人目に付きにくい小規模農地であろう

と，表土掘削と客土材の投入および下層土との混合が徹底し

て行われていたことは，当時の現地の様子を知る第三者として

ここに記しておきたい。 

 

IV．除去土壌等の減容化と再利用 

１．可燃性廃棄物の焼却と焼却灰の処分 

除染により発生した有機廃棄物（森林リター、雑草、木材、

または木の枝など）は、概ね市町村ごとに設置された仮焼却施

設で焼却され，大幅に減容化される。焼却後に残る灰（焼却

灰）は中間貯蔵施設に設置された仮設灰処理施設での溶融

処理によりさらに減容化される。除去土壌の土嚢袋に含まれる

有機廃棄物についても，受入・分別施設での篩別処理によって

土壌から分離され，焼却・灰処理により大幅に減容化される。 

放射性廃棄物の焼却炉で使用される温度は、都市廃棄物

を処理するプラントで使用される温度と同じ800～950°C程度で

ある。焼却の際に炉の底に集められるボトムアッシュと呼ばれる

重い粒子と比べてバグフィルターで捕捉されるフライアッシュと呼ば

れる、軽い粒子に含まれるセシウム137は溶出率が高い。そのた

め，焼却・灰処理によって減容化された焼却灰は専用コンテナ

に封入した状態で中間貯蔵施設の廃棄物貯蔵施設で管理さ

れる。 

 

２．除去土壌の再生利用について 

除染により発生した除去土壌は，中間貯蔵施設内の受入・

分級施設で有機廃棄物等を取り除いた後に，土壌貯蔵施設

に保管される。土壌貯蔵施設では，底面に遮水シートを敷き，

外部への漏水を防ぐとともに，貯蔵土に接した水は全て水処理

施設で放射線計測を行った後に放流するように設計されてい

る。土壌貯蔵施設には最大で2200万m3の除去土壌が貯蔵さ

れることが見込まれている。この除去土壌全量を県外の最終処

分場に移設することは，必要な規模の最終処分場の確保等の

観点から容易ではないため，環境省では，最終処分対象とな

る除去土壌をできる限り減らすために，一部を安全性を確保し

つつ公共事業等で再利用することが検討されている。  

2019年3月に環境省から公表された再利用の手引き（案）

12)では，放射能濃度が4000～8000 Bq/kg以下の除去土壌

について，厚さ10～100 cm以上の非汚染土やコンクリートで覆

い追加被ばく線量の低減を図ることで，主に公共事業における

再生利用を可能とする案が提案された。現在，8000 Bq/kg以

下の除去土壌は、約1000万m3と推定されており、全除去土壌

量の半分に相当する。分級処理などの減容技術を併用すること

で、将来さらに多くの除去土壌が再利用可能になる可能性があ

る。 

一方で、再生利用を検討する上では、当該地域のベネフィッ

ト、関係するステークホルダーの社会受容性や手続き的な公正

性を担保した合意形成が重要である3)。 

 

V．今後の課題と次世代人材育成の重要性 

これまで述べてきたように，福島の除染は法整備や除染効果

の実証試験等を踏まえて慎重かつすみやかにすすめられ，計画

された除染作業はすべて完了した。ただし計画除染が完了して

も残された課題は多く，福島の復興は道半ばである。まず，除

染が行われた農地ではセシウム137濃度が大きく減少した一方

で，肥沃度の低下や耕耘機の阻害となる石礫の混入，生育

ムラの発生など，営農再開にあたり様々な障害が見つかってい

るため，これらの改善が急務である。除染により中間貯蔵施設

に運ばれた土壌については，減容化とともに福島県内での再生

利用の道が模索されているが，利用の目途は立っておらず，除

去土壌の県外最終処分場の候補地も決まっていない。未除染

エリアの取り扱いについても，意見が分かれており，いずれの課

題についても，理解醸成を含めたコミュニケーションや合意形成

に関する議論を続けていく必要がある。 

そのために重要な取り組みの１つが，地域住民に説明する

自治体担当者、若手技術者など次世代を担う人材の育成で

ある。例えば，2018年度よりJESCO「除去土壌等の減容等技

術実証事業」において、次世代を担う人材への除去土壌等の

管理・減容化・再生利用等の理解醸成を目的としたプロジェク

ト13）が開始されている。このプロジェクトでは、除染等の技術的

内容への理解促進のみならず、除染等に関わるステークホルダー

の多面性、価値観の多様性を理解し、総合的な視座を養うこ

とを目的に実施されている。 

福島の復興に対する国際的な関心は高い。復興のカギであ

る除染問題を理解し，将来の道筋を提案し，取り組んだ成果

を国内外に発信する若きリーダーたちが育っていくことを強く願って

いる。 
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